
経理情報●2025.2.20（No.1735）47

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士

金子　晋也

や
、
不
動
産
に
直
接
資
金
を
投
下
せ
ず
、

不
動
産
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
ノ
ン
ア

セ
ッ
ト
型
事
業
な
ど
不
動
産
に
関
連
す
る

事
業
で
あ
り
な
が
ら
非
常
に
幅
広
い
。

ア
セ
ッ
ト
型
事
業
と
し
て
は
、
不
動
産

の
開
発（
土
地
を
取
得
し
造
成
・
イ
ン
フ

ラ
整
備
等
を
行
い
、
不
動
産
の
価
値
を
創

造
し
収
益
を
得
る
業
務
）、
分
譲（
戸
建
て

住
宅
、
マ
ン
シ
ョ
ン
販
売
等
を
行
い
、
収

益
を
得
る
業
務
）、
お
よ
び
賃
貸（
保
有

不
動
産
を
賃
貸
し
収
益
を
得
る
業
務
）が

あ
り
、
ノ
ン
ア
セ
ッ
ト
型
事
業
と
し
て

は
、不
動
産
の
管
理（
不
動
産
管
理
を
オ
ー

ナ
ー
か
ら
受
託
し
収
益
を
得
る
業
務
）、

不
動
産
の
流
通（
不
動
産
取
引
の
仲
介
や

不
動
産
販
売
代
理
業
務
を
行
い
、
収
益
を

得
る
業
務
）な
ど
が
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
不
動
産
業
で
は
不
動

産
の
開
発
、
管
理
、
売
買
、
賃
貸
な
ど
を

行
っ
て
お
り
、
特
に
賃
貸
業
は
、
普
通
借

地
借
家
契
約
や
定
期
借
地
借
家
契
約
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
よ
り
、
不
動
産
の
賃

貸
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
リ
ー
ス
に

該
当
す
る
多
く
の
契
約
が
存
在
す
る
。
本

会
計
基
準
等
で
は
リ
ー
ス
に
つ
い
て
定
義

を
し
た
う
え
で
、
土
地
や
建
物
の
リ
ー
ス

に
関
連
す
る
会
計
処
理
や
フ
リ
ー
レ
ン

ト
・
レ
ン
ト
ホ
リ
デ
ー
、
サ
ブ
リ
ー
ス
取

引
な
ど
不
動
産
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て

も
会
計
処
理
を
示
し
て
お
り
、
不
動
産
業

不
動
産
業
に
お
け
る
新

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
特
有

の
論
点
と
影
響

⑴
　
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
業
種
別
新
リ
ー
ス
会
計
基

準
対
応
の
実
務
ポ
イ
ン
ト
の
第
４
回
目
と

し
て
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
が
不
動
産

業
へ
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
前
回
ま
で
と
同
様
、
本
解
説
は
、

企
業
会
計
基
準
34
号「
リ
ー
ス
に
関
す
る

会
計
基
準
」（
以
下
、「
本
会
計
基
準
」と
い

う
）、
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
33
号

「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指

針
」（
以
下
、「
本
適
用
指
針
」と
い
う
）、
な

ら
び
に
関
連
す
る
企
業
会
計
基
準
、
企
業

会
計
基
準
適
用
指
針
お
よ
び
実
務
対
応
報

告
の
改
正
を
前
提
に
記
載
し
て
い
る（
こ

れ
ら
、
す
べ
て
を
あ
わ
せ
て
、
以
下
、「
本

会
計
基
準
等
」と
い
う
）。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

申
し
添
え
る
。

⑵
　
不
動
産
業
の
特
徴

不
動
産
業
は
、
そ
の
事
業
の
内
容
が
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
不
動
産
に
資
金
を

投
下
し
、
商
品
と
す
る
ア
セ
ッ
ト
型
事
業

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●不動産業は土地やビル・商業施設・住宅などの不動産を事業の中心として取り扱っており、
取引実態もさまざまであり、特に不動産賃貸業が新リース会計基準の影響を受ける。現行
のリース会計基準でオペレーティング・リースとして費用処理していた取引について、オン
バランス処理することの影響や不動産業における取引の会計処理について明確化されたこ
とがありその影響を考える必要がある。
●本会計基準等の適用により、リースに該当する取引を網羅的に把握・検討を行う必要がある。
●特有な論点として、不動産に係わるリースの取扱いやフリーレント・レントホリデーなどが
あるが、特にサブリース取引についてはその類型によってはオンバランス処理が必要となり、
影響の把握から実務上の対応まで大きな影響を与える可能性がある。

●本会計基準等に基づいて、オペレーティング・リースとされていたリースをオンバランス処
理することで、資産と負債が計上され財務諸表の構成が変更されることにより、経営指標
や金融商品取引法の内部統制報告制度への影響がある。

【第4回】
不動産業

連
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第1回 小売業① 2025年1月10日・20日合併号（№1732）
第2回 小売業② 2025年2月1日号（№1733）
第3回 建設業 2025年2月10日号（№1734）
第4回 不動産業 2025年2月20日号（№1735）
第5回 その他影響がある業種（自動車、海運、運輸） 2025年3月1日号（№1736）

新リース会計基準対応
の実務ポイント

新リース会計基準対応
の実務ポイント

業種別
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の
会
計
処
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可

能
性
が
あ
る
。

本
会
計
基
準
等
の
主
な

内
容

⑴
　
概
　
要

本
会
計
基
準
等
は
、
借
手
の
会
計
処
理

に
つ
い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号「
リ
ー
ス
」を
基

礎
と
す
る
方
針
で
開
発
さ
れ
て
お
り
、
す

べ
て
の
リ
ー
ス
を
使
用
権
の
取
得
と
捉
え

て
使
用
権
資
産
を
貸
借
対
照
表
に
計
上
す

る
と
と
も
に
、
使
用
権
資
産
に
係
る
減
価

償
却
費
お
よ
び
リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息

相
当
額
を
計
上
す
る「
単
一
の
会
計
処
理

モ
デ
ル
」に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

現
行
の
リ
ー
ス
基
準
に
お
い
て
オ
ペ
レ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
と
し
て
判
定
さ
れ
賃

貸
借
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
オ
ペ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
も
含
む
す
べ
て

の
リ
ー
ス
に
つ
い
て
資
産
お
よ
び
負
債
を

計
上
す
る
こ
と
な
り
、
賃
借
し
て
い
た
オ

フ
ィ
ス
や
物
件
を
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
す
る
こ

と
と
な
る
。

貸
手
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
企
業

会
計
基
準
29
号「
収
益
認
識
に
関
す
る
会

計
基
準
」（
以
下
、「
収
益
認
識
会
計
基
準
」

と
い
う
）と
の
整
合
性
を
図
っ
て
お
り
現

行
の
リ
ー
ス
会
計
基
準
で
会
計
処
理
さ
れ

て
い
た
リ
ー
ス
料
の
受
取
時
に
売
上
高
と

売
上
原
価
を
計
上
す
る
方
法
、
い
わ
ゆ
る

第
２
法
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

は
、
リ
ー
ス
の
定
義
お
よ
び
リ
ー
ス
の
識

別
の
点
を
除
き
、現
行
の
リ
ー
ス
基
準（
企

業
会
計
基
準
13
号
）を
踏
襲
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

⑵
　
リ
ー
ス
の
定
義
お
よ
び
識
別

本
会
計
基
準
６
項
で
は
、
リ
ー
ス
に
つ

い
て
、「
原
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
一
定

期
間
に
わ
た
り
対
価
と
交
換
に
移
転
す
る

契
約
又
は
契
約
の
一
部
分
」と
定
義
さ
れ

て
い
る
。ま
た
、リ
ー
ス
の
識
別
に
あ
た
っ

て
は
、
契
約
が
リ
ー
ス
に
該
当
す
る
か
に

つ
い
て
は「
①
資
産
が
特
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
」お
よ
び「
②
特
定
さ
れ
た
資
産
の
使

用
を
支
配
す
る
権
利
が
移
転
さ
れ
て
い
る

こ
と
」の
２
つ
の
要
件
を
も
と
に
判
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
定
義
と
要
件
に
つ

い
て
は
リ
ー
ス
の
借
手
と
貸
手
の
両
方
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
契
約
の
名
称

な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
要
件
を
充
足
す
る

場
合
に
は
本
会
計
基
準
等
の
リ
ー
ス
に
該

当
し
、
使
用
権
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
負
債

を
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
資
産
の
特
定
」に
つ
い
て
は
、
稼
働
能

力
の
一
部
分（
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る

場
合
を
除
く
）で
は
な
く
、
物
理
的
に
区

分
で
き
る
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
」が

資
産
を
取
り
替
え
る
実
質
上
の
能
力
を
有

し
て
お
り
、
か
つ
取
り
替
え
る
こ
と
に
よ

り
利
益
を
享
受
で
き
る
場
合
は
、
特
定
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
や
ホ
テ

ル
な
ど
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
部
屋
の
指
定
を

変
更
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
が
当
該
資
産
を
代
替
す
る
実
質
的
な

権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
①
資

産
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」の
考
慮
事

項
を
満
た
さ
な
い
と
判
定
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
時
間
貸
駐
車
場
に
つ
い

て
は
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
稼
働
能
力
の
一
部

と
考
え
ら
れ
、
同
じ
く
①
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
昨
今
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
へ

の
注
目
度
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
Ｚ
Ｅ
Ｂ

（
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ビ
ル
）

な
ど
の
供
給
が
増
え
て
お
り
、
Ｚ
Ｅ
Ｂ
へ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
１
つ
と
し
て
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
購
入
す
る
Ｐ
Ｐ
Ａ

（Pow
er Purchase A

greem
ent

：
電

力
販
売
契
約
）と
い
う
形
態
で
行
っ
て
い

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ー
ス

と
は
関
係
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
取
引
で

あ
っ
て
も
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供

給
元
と
な
る
資
産
が「
特
定
さ
れ
て
い
る
」

場
合
な
ど
に
は
、
リ
ー
ス
と
判
定
さ
れ
る

可
能
性
も
存
在
す
る
。

本
会
計
基
準
で
定
義
さ
れ
た
リ
ー
ス
に

つ
い
て
網
羅
的
に
識
別
を
行
う
た
め
に
社

内
で
情
報
収
集
や
影
響
度
の
調
査
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
リ
ー
ス
の
識
別
に
関
す
る

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
図
表
１
の
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
一
見
リ
ー
ス
と
考
え
ら
れ

る
が
リ
ー
ス
に
該
当
し
な
い
取
引
や
リ
ー

ス
と
い
う
名
称
が
な
い
も
の
の
リ
ー
ス
に

該
当
す
る
取
引
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
社
内

で
の
情
報
収
集
体
制
の
整
備
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
本
会
計
基
準
に
お
け
る
リ
ー
ス
に

つ
い
て
の
理
解
を
一
定
程
度
社
内
に
周
知

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　⑶
　
リ
ー
ス
期
間

借
手
の
リ
ー
ス
期
間
に
つ
い
て
は
、
借

手
が
原
資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る

解
約
不
能
期
間
に
、「
借
手
が
行
使
す
る
こ

と
が
合
理
的
に
確
実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
延

長
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
象
期
間
」お
よ
び「
借

手
が
行
使
し
な
い
こ
と
が
合
理
的
に
確
実

で
あ
る
リ
ー
ス
の
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対

象
期
間
」の
両
方
の
期
間
を
加
え
て
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
借
手
が
延
長
オ
プ

シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ
と
ま
た
は
解
約
オ

プ
シ
ョ
ン
を
行
使
し
な
い
こ
と
が
合
理
的

に
確
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に

あ
た
っ
て
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

生
じ
さ
せ
る
要
因
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
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延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ
と
が
合

理
的
に
確
実
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
動
産
を
賃
借
し
て

改
良
を
行
い
第
三
者
に
賃
貸
す
る
ケ
ー
ス

や
、
本
社
機
能
や
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
と
し
て

賃
借
設
備
を
大
幅
に
改
良
し
て
い
る
ケ
ー

ス
で
は
、
そ
の
他
の
経
済
的
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
も
考
慮
し
た
う
え
で
リ
ー
ス
期
間

を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
務
上
に
お

い
て
は
、
不
動
産
業
で
は
契
約
期
間
が
長

期
の
も
の
も
多
く
、
将
来
の
見
積
り
の
た

め
の
情
報
収
集
体
制
の
整
備
等
が
必
要
と

な
る
。

貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
は
、
借
手
の
リ
ー

ス
期
間
と
同
様
の
方
法
に
よ
る
も
し
く
は

解
約
不
能
期
間
に
借
手
が
再
リ
ー
ス
す
る

意
思
が
明
ら
か
な
再
リ
ー
ス
期
間
を
加
え

た
期
間
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ち
ら
に

つ
い
て
も
将
来
の
見
積
り
で
あ
り
、
契
約

形
態
や
顧
客
の
業
種
、
用
途
な
ど
を
も
と

に
分
析
を
実
施
し
、
リ
ー
ス
期
間
を
決
定

す
る
必
要
が
あ
り
、
情
報
収
集
体
制
の
整

備
等
が
必
要
と
な
る
。

不
動
産
業
特
有
の
本
会
計

基
準
等
適
用
の
主
な
論
点

⑴
　
リ
ー
ス
の
契
約
に
お
け
る
対
価

リ
ー
ス
の
契
約
の
対
価
に
つ
い
て
は
借

手
・
貸
手
と
も
に
リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部

分
と
リ
ー
ス
を
構
成
し
な
い
部
分
に
区
分

す
る
。
リ
ー
ス
を
構
成
し
な
い
部
分
と
は
、

不
動
産
賃
貸
借
契
約
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
物
件
賃
貸
借
以
外
の
役
務
提
供
で
、

日
々
の
清
掃
や
定
期
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、

警
備
な
ど
が
あ
る
。
一
方
で
現
行
の
リ
ー

ス
会
計
基
準
上
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

礼
金
や
更
新
料
な
ど
は
一
般
的
に
は
リ
ー

ス
を
行
う
た
め
の
対
価
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
借
手
と
し
て
は
契
約
対
価
に
含

め
て
使
用
権
資
産
や
リ
ー
ス
負
債
を
計

上
、
貸
手
と
し
て
は
リ
ー
ス
期
間
で
定
額

法
に
て
収
益
計
上
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

⑵
　
不
動
産
に
係
る
リ
ー
ス
の
取
扱

い現
行
の
リ
ー
ス
会
計
基
準
か
ら
取
扱
い

に
つ
い
て
変
更
は
な
い
が
、
貸
手
の
土

地
、
建
物
等
の
不
動
産
の
リ
ー
ス
は
、
契

約
上
建
物
賃
貸
借
契
約
と
さ
れ
て
い
る
も

の
も
含
み
リ
ー
ス
の
定
義
に
該
当
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー

ス
に
該
当
す
る
か
、オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

リ
ー
ス
に
該
当
す
る
か
を
判
定
す
る
必
要

が
あ
る
。
た
だ
し
、
土
地
に
つ
い
て
は
、

契
約
期
間
終
了
後
ま
た
は
契
約
期
間
の
中

途
で
、
所
有
権
が
移
転
す
る
も
し
く
は
割

安
購
入
権
が
付
与
さ
れ
て
お
り
そ
の
行
使

が
確
実
に
予
想
さ
れ
る
場
合
を
除
き
オ
ペ

（出所）　本会計基準等をもとに筆者作成

各権利や契約内容の判断をする際は、すべて「使用期間全体を通じて」該当するか
の判断を行う必要がある

（図表1）　リースの識別に関するフローチャート

契約は
リースを

含む

契約は
リースを
含まない

経済的
利益

指
図
権

No

顧客

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

サプライヤー

どちらでもない（使用方法は
事前に決定されている）

資産が特定
されているか

使
用
を
支
配
す
る
権
利
が
移
転
し
て
い
る
か

特定された資産があるか＊

資産の使用方法を指図する権利を有するの
は、いずれか
・顧客　・サプライヤー　・どちらでもない

顧客が資産の使用から生じる経済的利益の
ほとんどすべてを得る権利を有するか

顧客のみが資産を稼働する権利を有してい
るか

顧客が、資産の使用方法を事前に決定する
ように資産を設計しているか

＊当該判断においては、以下も考慮する
・サプライヤーが資産を代替する実質上の能力を有するか
・顧客が使用することができる資産が物理的に別個であるか

り
、
本
適
用
指
針
17
項
に
次
の
よ
う
な
例

示
が
あ
る
。

①
　
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
ま
た
は
解
約
オ
プ

シ
ョ
ン
の
対
象
期
間
に
係
る
契
約
条
件

（
リ
ー
ス
料
、違
約
金
、残
価
保
証
、購

入
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
） 

②
　
大
幅
な
賃
借
設
備
の
改
良
の
有
無 

③
　
リ
ー
ス
の
解
約
に
関
連
し
て
生
じ
る

コ
ス
ト 

④
　
企
業
の
事
業
内
容
に
照
ら
し
た
原
資

産
の
重
要
性 

⑤
　
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
ま
た
は
解
約
オ
プ

シ
ョ
ン
の
行
使
条
件

本
適
用
指
針
の
設
例
に
お
い
て
、
借
手

が
借
家
契
約
を
行
っ
て
い
る
不
動
産
に
、

物
理
的
使
用
可
能
期
間
が
賃
貸
契
約
期
間

よ
り
大
幅
に
長
く
、
金
額
的
に
も
重
要
な

投
資
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
借
手

と
し
て
そ
の
投
資
を
有
効
活
用
す
る
と
い

う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント
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レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
に
該
当
す
る
と

推
定
さ
れ
る
。

土
地
と
建
物
等
を
一
括
し
た
リ
ー
ス

は
、
原
則
と
し
て
、
貸
手
の
リ
ー
ス
料
を

合
理
的
な
方
法
で
土
地
に
係
る
部
分
と
建

物
等
に
係
る
部
分
に
分
割
し
た
う
え
で
、

建
物
等
に
つ
い
て
、フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー

ス
に
該
当
す
る
か
の
判
定
を
行
う
こ
と
と

な
る
。
貸
手
の
リ
ー
ス
料
を
土
地
に
係
る

部
分
と
建
物
等
に
係
る
部
分
に
合
理
的
に

分
割
す
る
方
法
と
し
て
は
図
表
２
の
と
お

り
で
あ
り
、
最
も
実
態
に
合
っ
た
方
法
を

採
用
す
る
。

不
動
産
会
社
が
所
有
者
か
ら
第
三
者
へ

転
貸
す
る
前
提
で
マ
ス
タ
ー
リ
ー
ス
な
ど

の
方
法
で
不
動
産
を
借
り
上
げ
る
場
合
に

は
、
前
述
の
と
お
り
貸
手
の
リ
ー
ス
料
を

土
地
に
係
る
部
分
と
建
物
等
に
係
る
部
分

に
合
理
的
に
分
割
す
る
必
要
が
あ
る
。
な

お
、
土
地
お
よ
び
建
物
を
一
括
で
サ
ブ

リ
ー
ス
す
る
場
合
で
、
土
地
と
建
物
が
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部

分
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
リ
ー
ス
の

分
類
お
よ
び
会
計
処
理
の
た
め
に
、
貸
手

の
リ
ー
ス
料
を
土
地
に
係
る
部
分
と
建
物

に
係
る
部
分
と
に
必
ず
し
も
分
割
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
本
稿
⑸

サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
を
参
照
）。

不
動
産
を
賃
貸
借
す
る
場
合
は
基
本
的

に
は
土
地
と
建
物
を
一
体
で
賃
貸
借
す
る

た
め
、
底
地
権
の
有
無
を
含
め
て
貸
手
の

リ
ー
ス
料
を
合
理
的
な
方
法
で
土
地
に
係

る
部
分
と
建
物
等
に
係
る
部
分
に
分
割
す

る
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

⑶
　
フ
リ
ー
レ
ン
ト
・
レ
ン
ト
ホ
リ

デ
ー

フ
リ
ー
レ
ン
ト
や
レ
ン
ト
ホ
リ
デ
ー
は

リ
ー
ス
期
間
に
お
い
て
一
定
の
期
間
の

リ
ー
ス
料
が
免
除
さ
れ
る
リ
ー
ス
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
不
動
産
賃
貸
業
で
も

フ
リ
ー
レ
ン
ト
や
レ
ン
ト
ホ
リ
デ
ー
は

リ
ー
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
本
会
計
基
準

等
で
会
計
処
理
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
影
響
が
想
定
さ
れ
る
。

フ
リ
ー
レ
ン
ト
・
レ
ン
ト
ホ
リ
デ
ー
に
つ

い
て
、
借
手
は
前
述
し
た
よ
う
に
原
資
産

を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
解
約
不
能
期

間
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
ス
期
間
に

含
め
る
こ
と
と
な
る
。
貸
手
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
リ
ー
ス
基
準
で
は
通
常
の
賃
貸
借

取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
た
会
計
処
理
を

行
う
と
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
今
回
の
リ
ー
ス
基
準
の
改

正
で
は
、
収
益
認
識
会
計
基
準
と
の
整
合

性
を
図
り
、
取
引
価
格
に
相
当
す
る
貸
手

の
リ
ー
ス
料
を
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
に
わ

た
り
原
則
と
し
て
定
額
法
に
よ
り
収
益
に

計
上
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

計
上
す
る
償
却
期
間
に
つ
い
て
は
、
貸
手

の
リ
ー
ス
期
間
の
会
計
方
針
に
よ
り「
借

手
の
リ
ー
ス
期
間
と
同
様
に
決
定
す
る
方

法
」も
し
く
は「
解
約
不
能
期
間
に
借
手
が

再
リ
ー
ス
す
る 

意
思
が
明
ら
か
な
再
リ
ー

ス
期
間
を
加
え
て
決
定
す
る
方
法
」に
よ

る
こ
と
に
な
り
、
前
者
の
場
合
に
は
リ
ー

ス
期
間
、
後
者
の
場
合
に
は
契
約
期
間
で

収
益
を
定
額
計
上
す
る（
図
表
３
）。

賃
貸
借
で
フ
リ
ー
レ
ン
ト
を
リ
ー
ス
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
付
与
す
る
場
合
に

は
、
前
述
の
方
法
に
て
定
額
法
で
の
計
上

を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
現
行
の
リ
ー

ス
会
計
基
準
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
レ
ン
ト

期
間
を
除
い
た
入
金
ベ
ー
ス
で
収
益
計
上

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
会
計
基
準

の
適
用
に
よ
り
定
額
法
で
収
益
の
計
上
を

行
う
こ
と
に
な
り
、
期
間
損
益
へ
の
影
響

が
あ
る
こ
と
か
ら
契
約
の
網
羅
的
な
把
握

を
含
め
て
影
響
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
　
セ
ー
ル・ア
ン
ド・リ
ー
ス
バ
ッ

クセ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
取

引
に
つ
い
て
は
、「
売
手
で
あ
る
借
手
が
資

産
を
買
手
で
あ
る
貸
手
に
譲
渡
し
、
売
手

で
あ
る
借
手
が
買
手
で
あ
る
貸
手
か
ら
当

（図表２）　不動産に係るリースの取扱い

貸手の
リース料

土地に係る
部分

オペレーティング・リース
と推定

建物等に係る
部分

現在価値基準の
判定を行う

土地と
建物等に
合理的に
分割する

方法

最も実態
に合った
方法を採
用する

⑴賃貸借契約書等で、適切な土地の賃料が明示されて
いる場合には、貸手のリース料から土地の賃料を差し
引いた額を、建物等のリース料とする。 

⑵貸手のリース料から土地の合理的な見積賃料を差し引
いた額を、建物等のリース料とみなす。合理的な見積
賃料には、近隣の水準などを用いることが考えられる。

なお、土地および建物を一括でサブリースする場合に当
該土地と建物がそれぞれ独立したリースを構成する部分
に該当しないときは、中間的な貸手は、リースの分類お
よび会計処理のために、貸手のリース料を土地に係る部
分と建物に係る部分とに必ずしも分割することを要しな
いと考えられる。

（出所）　本適用指針をもとに筆者作成

（出所）　本適用指針をもとに筆者作成

（図表3）　フリーレント・レントホリデー

フリーレン
ト・レントホ
リデーを含

むリース

① 借手のリース期間と同様に決定
する方法

貸手のリース期間の判定方法

リース期間

② 「解約不能期間」＊＋「借手が再
リースする意思が明らかな再リー

ス期間」
契約期間

償却期間

＊　事実上解約不能と認められる期間を含む
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該
資
産
を
リ
ー
ス
す
る
取
引
」と
さ
れ
て

い
る
。
本
会
計
基
準
に
お
い
て
セ
ー
ル
・

ア
ン
ド
・
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
取
引
に
該
当
す

る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

売
手
で
あ
る
借
手
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
が

収
益
認
識
会
計
基
準
な
ど
の
他
の
会
計
基

準
等
に
よ
り
一
時
点
で
損
益
を
認
識
す
る

売
却
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
リ
ー
ス
バ
ッ

ク
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
セ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・

リ
ー
ス
バ
ッ
ク
取
引
に
該
当
し
な
い
。

・収
益
認
識
会
計
基
準
等
に
従
い
、一
定
の

期
間
に
わ
た
り
充
足
さ
れ
る
履
行
義
務

（
収
益
認
識
会
計
基
準
36
項
）の
充
足
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
き

・企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
30
号「
収
益
認

識
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」95

項
を
適
用
し
、工
事
契
約
に
お
け
る
収
益

を
完
全
に
履
行
義
務
を
充
足
し
た
時
点

で
認
識
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
と
き

資
産
の
売
却
が
収
益
認
識
会
計
基
準
等

に
よ
り
売
却
に
該
当
し
な
い
場
合
や
リ
ー

ス
バ
ッ
ク
が
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
き
使
用

す
る
物
件（
リ
ー
ス
物
件
）か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
経
済
的
利
益
を
実
質
的
に
享
受
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
リ
ー
ス
物
件

の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
る
コ
ス
ト
を
実
質

的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る（
い
わ
ゆ
る
、

フ
ル
ペ
イ
ア
ウ
ト
）の
場
合
に
は
金
融
取

引
と
し
て
会
計
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
金
融
取
引
と
し
て
会
計
処
理
し
な

い
場
合
で
も
、
資
産
の
譲
渡
対
価
が
明
ら

か
に
時
価
で
は
な
い
場
合
ま
た
は
借
手
の

リ
ー
ス
料
が
明
ら
か
に
市
場
の
レ
ー
ト
で

の
リ
ー
ス
料
で
は
な
い
場
合
、
明
ら
か
に

時
価
や
リ
ー
ス
料
が
市
場
の
レ
ー
ト
を
上

回
る
場
合
に
は
差
額
を
金
融
負
債
に
含
め

て
、
明
ら
か
に
時
価
や
リ
ー
ス
料
が
市
場

の
レ
ー
ト
を
下
回
る
に
は
差
額
を
使
用
権

資
産
に
含
め
て
会
計
処
理
す
る
こ
と
と
な

る
。
セ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
リ
ー
ス
バ
ッ
ク

取
引
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
図
表
４
の

フ
ロ
ー
に
基
づ
い
て
判
定
、
会
計
処
理
を

行
う
。

な
お
、
今
回
の
リ
ー
ス
基
準
の
改
正
に

お
い
て
、
セ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
リ
ー
ス
バ
ッ

ク
取
引
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
16
号
で
は
な
く
、
米
国
会
計
基
準
ト

ピ
ッ
ク
842
を
参
考
に
会
計
基
準
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
資
産
の
譲
渡
に
係
る
損
益
を

全
額
計
上
す
る
。

不
動
産
業
を
営
む
会
社
で
は
、
資
金
調

達
や
業
務
の
効
率
化
、
投
資
の
Ｒ
Ｏ
Ｉ
な

ど
の
観
点
か
ら
セ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
リ
ー

ス
バ
ッ
ク
取
引
を
実
行
す
る
場
合
、
要
件

を
充
足
し
な
い
場
合
に
は
望
ん
だ
会
計
処

理
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
ス
キ
ー
ム
の
設
計
時
点

に
お
い
て
し
っ
か
り
と
社
内
で
検
討
し
条

件
を
詰
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑸
　
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引

サ
ブ
リ
ー
ス
は
転
貸
を
目
的
に
所
有
者

か
ら
不
動
産
を
賃
借
し
、
そ
の
不
動
産
を

第
三
者
へ
と
賃
貸
す
る
取
引
で
あ
る
。
不

動
産
業
に
お
い
て
は
、
住
宅
だ
け
で
な
く

オ
フ
ィ
ス
や
商
業
施
設
、
不
動
産
の
一
棟

で
の
サ
ブ
リ
ー
ス
な
ど
多
く
の
サ
ブ
リ
ー

ス
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
適
用
指
針

で
は
会
計
処
理
の
観
点
か
ら
次
頁
図
表
５

の
よ
う
に
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
サ
ブ
リ
ー

ス
取
引
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　

サ
ブ
リ
ー
ス
取
引

通
常
の
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
で
は
、
中
間

的
な
貸
手
は
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に
つ
い
て
、

（図表４）　セール・アンド・リースバック

譲渡対価が時価 or リース料が市場条件か
譲渡対価＝時価 or リース料＝市場レートによるリース料

会計処理
・原資産の売却処理
・リースバックを借手の会

計処理

リースとして
会計処理

・SLBではなく、
通常のリースと
して会計処理

金融取引として
会計処理

・原資産の認識
継続

・収入を金融負債
とする

（＊1）　明らかに上回る（下回る）場合とは、譲渡対価（orリース料）が時価（or市場レート）を明らかに上回る（下回る）場合を
いう。

（＊2）　ただし、譲渡対価（orリース料）が時価（or市場レート）と等しい場合でも、他方が大きく異なることが明らかなケース
などは会計処理の検討が必要となる。

SLBに
該当

しない

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes＊2明らかに上回る＊1 明らかに下回る＊1

No

No

No

No

移転前に支配を獲得するか
収益認識基準など、他の会計基準等により売却に該当し

ない

リースバックについて、借手が資産からの経済的利益の
ほとんどすべてを享受でき、かつ、使用に伴うコストの

ほとんどすべてを負担する

セール・アンド・リースバック取引（SLB）に該当しないか
収益認識基準により、一定期間にわたり収益を認識する
ときまたはいわゆる工事完成基準（収益認識適用指針95

項）を適用するとき

金融取引として会計処理
・時価（市場レート）で収益

計上
・差額を金融負債とする

前払リースとして会計処理
・時価（市場レート）で収益計

上
・差額を使用権資産に含める

移転前に支配を獲得するか
売手が資産を移転する前に、当該資産に対する支配を獲

得するか

（出所）　本適用指針をもとに筆者作成

業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント
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借
手
の
リ
ー
ス
の
会
計
処
理
を
行
い
、
サ

ブ
リ
ー
ス
に
つ
い
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
と
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
判
定
を
行
い

そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
会
計
処
理
を
行
う
。

具
体
的
な
判
定
基
準
と
し
て
は
、
現
在
価

値
基
準
と
経
済
的
耐
用
年
数
基
準
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
。

ⅰ
　
現
在
価
値
基
準

サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
け
る
貸
手
の
リ
ー
ス

料
の
現
在
価
値
が
、独
立
第
三
者
間
取
引

に
お
け
る
使
用
権
資
産
の
リ
ー
ス
料
の
お

お
む
ね
90
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

ⅱ
　
経
済
的
耐
用
年
数
基
準

サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
け
る
貸
手
の
リ
ー
ス

期
間
が
、ヘッ
ド
リ
ー
ス
に
お
け
る
残
り
の

借
手
の
リ
ー
ス
期
間
の
お
お
む
ね
75
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と（
た
だ
し
、前
記

ⅰ
の
判
定
結
果
が
90
パ
ー
セ
ン
ト
を
大
き

く
下
回
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
）

サ
ブ
リ
ー
ス
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
サ
ブ
リ
ー
ス
の

開
始
日
に
使
用
権
資
産
の
消
滅
を
認
識
、

サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
け
る
貸
手
の
リ
ー
ス
料

の
現
在
価
値
と
使
用
権
資
産
の
見
積
残
存

価
額
の
現
在
価
値
の
合
計
額
で
リ
ー
ス
投

資
資
産
ま
た
は
リ
ー
ス
債
権
を
計
上
し
、

リ
ー
ス
投
資
資
産
ま
た
は
リ
ー
ス
債
権
の

計
上
お
よ
び
使
用
権
資
産
の
取
崩
し
に
伴

う
損
益
を
原
則
と
し
て
純
額
で
計
上
す
る
。

サ
ブ
リ
ー
ス
が
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

リ
ー
ス
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
サ
ブ

リ
ー
ス
に
お
け
る
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
中

に
、
サ
ブ
リ
ー
ス
か
ら
受
け
取
る
貸
手
の

リ
ー
ス
料
に
つ
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン

グ
・
リ
ー
ス
の
会
計
処
理
を
行
う
。

②　

パ
ス
・
ス
ル
ー
型
の
サ
ブ
リ
ー
ス

取
引

サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
の
な
か
で
も
、
適
用

指
針
92
項
で
定
め
ら
れ
る
中
間
的
な
貸
手

が
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に
対
し
て
リ
ス
ク
を
負

わ
な
い
場
合
に
該
当
す
る
ケ
ー
ス
は
、
中

間
的
な
貸
手
は
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に
お
け

る
使
用
権
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
負
債
を
計

上
せ
ず
、
か
つ
、
損
益
計
算
書
に
お
い
て

サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
い
て
受
け
取
る
リ
ー
ス

料
の
発
生
時
ま
た
は
当
該
リ
ー
ス
料
の
受

領
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
点
で
貸
手
と
し

て
受
け
取
る
リ
ー
ス
料
と
借
手
と
し
て
支

払
う
リ
ー
ス
料
の
差
額
を
損
益
に
計
上
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
92
項
で
は
中
間
的
な

貸
手
が
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に
対
し
て
リ
ス
ク

を
負
わ
な
い
場
合
の
要
件
と
し
て
次
の
３

つ
を
定
め
て
い
る
。

ⅰ
　
中
間
的
な
貸
手
は
、サ
ブ
リ
ー
ス
の
借

手
か
ら
リ
ー
ス
料
の
支
払
を
受
け
な
い

限
り
、ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
の
貸
手
に
対
し
て

リ
ー
ス
料
を
支
払
う
義
務
を
負
わ
な
い
。

ⅱ
　
中
間
的
な
貸
手
の
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に

お
け
る
支
払
額
は
、サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
い

て
受
け
取
る
金
額
に
あ
ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
料
率
を
乗
じ
た
金
額
で
あ
る
。

ⅲ
　
中
間
的
な
貸
手
は
、次
の
い
ず
れ
を
決

定
す
る
権
利
も
有
さ
な
い
。

⒜
　
サ
ブ
リ
ー
ス
の
契
約
条
件（
サ
ブ

リ
ー
ス
に
お
け
る
借
手
の
決
定
を
含

む
）

⒝
　
サ
ブ
リ
ー
ス
の
借
手
が
存
在
し
な

い
期
間
に
お
け
る
原
資
産
の
使
用
方

法

③　

転
リ
ー
ス
取
引

本
適
用
指
針
Ｂ
Ｃ
132
項
に
記
載
が
あ
る

よ
う
に
主
に
機
器
等
の
リ
ー
ス
に
つ
い
て

想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
の

原
資
産
の
所
有
者
か
ら
当
該
原
資
産
の

リ
ー
ス
を
受
け
、
さ
ら
に
同
一
資
産
を
お

お
む
ね
同
一
の
条
件
で
第
三
者
に
リ
ー
ス

す
る
、
い
わ
ゆ
る
転
リ
ー
ス
取
引
は
、
貸

手
と
し
て
の
リ
ー
ス
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
る
場

合
、
リ
ー
ス
債
権
ま
た
は
リ
ー
ス
投
資
資

産
と
リ
ー
ス
負
債
の
双
方
を
計
上
し
、
貸

手
と
し
て
受
け
取
る
リ
ー
ス
料
と
借
手
と

し
て
支
払
う
リ
ー
ス
料
と
の
差
額
を
手
数

（図表５）　サブリース取引の会計処理の概要

借手

リース分類に応じた
会計処理

ファイナンス・リース（FL）の場合

①サブリースした使用権資産は消滅させる
②リース料（現在価値）と見積残存価額（現在

価値）の合計でリース投資資産またはリー
ス債権を計上

③原則として、上記の差額を損益に計上（＊1 ）

中間的な貸手がヘッドリースのリスクを負わない
場合
・条件を満たす場合、受取・支払リース料を純

額で処理（ヘッドリースにおける使用権資産／
リース負債は計上しない）

転リース取引（同一資産をほぼ同一の条件でFL）
・リース債権（orリース投資資産）とリース負債を

両建て計上（＊2）

・受取・支払リース料を純額で転リース差益等
として処理

オペレーティング・
リース（OL）の場合

オペレーティング・
リースの処理を行う

例外的な処理

該当する場合に
認められる

サブリース

使用権 使用権貸手
企業

中間的
貸手

ヘッドリース

原則として資産計上
借手 の会計処理

（＊1）　総額で計上することが適切な場合もある
（＊2）　利息控除前で計上することもできる

（出所）　本適用指針をもとに筆者作成
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金子　晋也（かねこ・しんや）
EY新日本有限責任監査法人
第5事業部所属
シニアマネージャー
公認会計士
2012年に新日本監査法人（現　EY新日
本有限責任監査法人）入所。不動産業や
IFRS適用企業を中心として上場会社の
監査業務に従事。

料
収
入
と
し
て
各
期
に
配
分
し
、
転
リ
ー

ス
差
益
等
の
名
称
で
計
上
す
る
。

現
在
の
不
動
産
業
で
は
サ
ブ
リ
ー
ス
を

活
用
し
た
事
業
は
定
着
し
て
い
る
一
方
、

契
約
形
態（
普
通
借
地
借
家
契
約
か
定
期

借
地
借
家
契
約
な
ど
の
区
分
）や
諸
条
件

も
個
別
性
が
強
く
個
々
の
取
引
ご
と
に
判

断
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
前
述
①
の
通
常

の
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
で
、
現
行
の
リ
ー
ス

会
計
基
準
で
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー

ス
取
引
と
し
て
費
用
処
理
さ
れ
て
い
た
も

の
が
、
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
処
理
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
と
サ
ブ

リ
ー
ス
の
双
方
の
契
約
を
連
携
し
て
把
握

管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

パ
ス
・
ス
ル
ー
型
の
取
引
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
処
理
は
不
要

と
な
り
損
益
計
算
書
上
の
処
理
以
外
現
行

の
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
処
理
か
ら
の
大
き

な
変
更
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
間

的
な
貸
手
と
し
て
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
に
対
し

て
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
３
要
件
を
充
足
す

る
か
の
個
別
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

業
務
や
経
営
判
断
等
へ
の

影
響

⑴
　
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響

本
会
計
基
準
等
の
適
用
に
よ
り
、
新
た

に
リ
ー
ス
を
識
別
し
、
使
用
権
資
産
の
算

定
や
リ
ー
ス
台
帳
・
固
定
資
産
台
帳
へ
の

記
帳
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、ヘ
ッ

ド
リ
ー
ス
の
契
約
と
サ
ブ
リ
ー
ス
の
契
約

を
連
携
し
て
管
理
す
る
こ
と
や
フ
リ
ー
レ

ン
ト
・
レ
ン
ト
ホ
リ
デ
ー
に
つ
い
て
も
管

理
・
計
算
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
シ
ス
テ

ム
の
改
修
と
そ
れ
に
伴
う
業
務
フ
ロ
ー
の

構
築
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑵
　
金
融
商
品
取
引
法
の
内
部
統
制

報
告
制
度
に
与
え
る
影
響

本
会
計
基
準
等
の
適
用
に
よ
り
、
上
場

し
て
い
る
不
動
産
業
の
会
社
に
お
い
て
は
、

固
定
資
産
を
金
融
商
品
取
引
法
の
内
部
統

制
制
度（
以
下
、「
Ｊ
―
ｓ
ｏ
ｘ
」と
い
う
）

の
重
要
な
勘
定
と
し
て
重
要
な
業
務
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
や
評
価
範
囲
の

決
定
に
際
し
て
総
資
産
な
ど
の
指
標
を
用

い
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
リ
ー
ス
の
識
別

か
ら
リ
ー
ス
期
間
の
設
定
、
そ
の
記
帳
ま

で
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
整
備
お
よ
び
関
連

す
る
文
章（
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
マ
ト
リ

ク
ス（
Ｒ
Ｃ
Ｍ
）等
）を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
可
能
性
や
今
回
の
リ
ー
ス
基
準

の
改
正
に
よ
り
使
用
権
資
産
が
計
上
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
会
社
に
お
け

る
総
資
産
の
残
高
が
変
わ
る
こ
と
で
、
連

結
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
構
成
割
合
が
変
わ

り
、
重
要
な
事
業
拠
点
の
変
更
や
新
た

な
子
会
社
が
Ｊ
―
ｓ
ｏ
ｘ
の
対
象
範
囲
に

入
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑶
　
経
営
指
標
等
に
与
え
る
影
響

本
会
計
基
準
等
の
適
用
に
よ
り
、
新
た

に
リ
ー
ス
取
引
を
識
別
し
使
用
権
資
産
を

計
上
す
る
こ
と
に
よ
り
資
産
が
増
加
し
、

総
資
産
利
益
率（Return O

n A
sset

。

以
下
、「
Ｒ
Ｏ
Ａ
」と
い
う
）が
低
下
す
る
こ

と
や
資
産
・
負
債
の
増
加
に
よ
り
自
己
資

本
比
率
が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
不

動
産
業
の
会
社
に
お
い
て
は
、
業
績
評
価

指
標
の
１
つ
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
を
設
定
し
て

い
る
会
社
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
会
社
に
は
予
算
や
短
期
業
績
目
標
の
設

定
、
中
長
期
的
な
経
営
計
画
の
策
定
・
達

成
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
な

お
負
債
が
大
き
く
増
加
し
て
２
０
０
億
円

以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
会
社
法
の
会

計
監
査
が
新
た
に
必
要
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

お
わ
り
に

本
会
計
基
準
等
の
原
則
適
用
に
対
応
す

る
た
め
に
、
本
会
計
基
準
等
で
リ
ー
ス
と

さ
れ
る
取
引
に
つ
い
て
網
羅
的
に
把
握

し
、
契
約
内
容
を
精
査
し
て
整
理
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
不
動
産
業
特
有
の

論
点
の
把
握
や
論
点
を
整
理
し
会
計
処
理

を
行
う
た
め
の
情
報
の
収
集
が
必
要
で
あ

る
。業

務
プ
ロ
セ
ス
も
変
化
が
生
じ
る
た

め
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
構
築
を
行
う
こ
と

と
な
る
。
リ
ー
ス
契
約
の
把
握
、
判
定
、

リ
ー
ス
期
間
の
決
定
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
判

断
や
会
計
処
理
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
構

築
お
よ
び
関
連
す
る
内
部
統
制
の
整
備
が

必
要
と
な
る
。

本
会
計
基
準
等
に
対
応
す
る
た
め
に
シ

ス
テ
ム
の
構
築
や
開
発
が
必
要
な
場
合
に

は
、
シ
ス
テ
ム
開
発
の
時
間
を
踏
ま
え
た

準
備
や
、
本
会
計
基
準
等
に
つ
い
て
の
社

内
お
よ
び
関
係
会
社
へ
の
周
知
や
説
明
が

必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
一
定
の
投
資
と
準

備
期
間
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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